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地域的公共財の相互的盗出(入)効果と 

政治的決定過程
t

中 鳥  厳

地域的公共財に関する議論において，その公共財サービスが当該行政区域を越えて他の行政域 

に温出するという地域的公共財に固有の効果は，その中心的論点の一つである。

こうした辟出効果は，地域的公共財が生み出す経済的効果が及ぶ飯域と，行政主体が生み出す政 

治的効果が及ぶ，他の基準からむしろ人為的に設定される行政区域という領域が必ずしも一致しな 

い側面があることを示唆している。そして重要なことは, この不一致力;資源配分を歪め，社会成員 

の経済的厚生のロスを生む可能性があることである。

とうした言わば"経済のロゴスと政治のロゴスが能態する，，局面に際して，従来，政府等の政治 

主体の介入による租税• 補助金政策，法的ないし行政的規制，政治主体間の政治折衝といった局面 

打開策が示唆されるごとくであるが，そこには，経済のロゴスの破線，そしてそれに伴う経资のロ 

ゴの政治のロゴスによる代置の必然化，つまり競争原理に基づくm 場過程に代えて政治的決定過 

程の導入が不可避に必要であり，また政治主体は，当然，適切な政治的決定を準備，実行し得ると 

いう素朴すぎる認識が，少なくとも潜在していると考えられる。しかしながら，これまで間われる 

ことが極めて稀であった当然の疑間が生ずる。すなわち, （1)市場過程がもはや有効でなく政治的決 

定過程の導入が不可避であるとしても，政治的決定がなされる過程において競争原理の作用する余 

地はないのかと，そして，（2)政治主体は，ギのような行動原理，動機づけに基づいて適切な政治的 

決定を準備，実行し得るのかと。

. ところで，地域的公共財が消費者の直接の選好の対象となる消費財，教育の場合についての温til 
効果の分析がある0 '

W e is b r o d 〔21〕，B r e a k 〔3〕は， 温出効果をもつ地域的公共財は， パレート最適供給量に比し 

て過小供給されることを示唆した。 とれに対してW m i a m s〔23：! は，通常の資源配分上のパレー 

ト最適性を満たし，かつ区域間に室質所得の再分配を生じさせないことを保証するものとしての 

r地方ま '冶」 とも南立する r社会的最適J (social o p t im u m )を定義した上で， 溢出効果をもつ地 

域的 公共財は「社会的最適J 供給量に比して過大供綺されることを主張した。 B fa in a r dニD olb ear
 — 4or3 6 3  I ■— ". .
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〔2 〕は，W ill ia m sの譲論の結論は， 他の区域の公共財サービスの溢A 効果をも考慮してまらの 

公共財#^給量を決定するという想定に起因しており，その意味で所得の?5分配効果が含まれている 

が， そのとき均衡でいずれの区域もw orse o f fしない場合， 溢出効果をもつ公共財は過小供給と 

なり，少なくとも一つの区域がw o rse  o f fしない限り，過大供給にはなり得ないことを示した。 

H o ltm a n n〔11〕は，政治的に分離した区域が自らの純使益を極大化するように公共財供給量を決 

定すれば, 温出効果をもつ公共財の供給量は，バレート最適供給量に"^政することを示唆した。 

P a u l y 〔17〕は，従来の譲論において必ずしも明確でなかった地域的公共財のr公共性J (publicness) 
を明確に区分化することによって，上の論者の譲論の統一化を試みた。

我々は，他区域への温出効果のみならず，他区域からの溢入効果をも含めたW ill ia m sの接近法 

と，区域の政治主体が自らの純便益を極大化するという行動原理を明示的に導入したH o ltm a n nの 

接近法は，その分析の禅組の制約性にもかかわらず,地域的公共財の溢出効果の問題に新たな視座 

を与えるものとして評価されるべきであると考える。

本稿の目的は，上の W illiam s, H o ltm a rm の示唆に沿いながら，かつ， 上の疑問(1) , (2)に応え 

得る具体的な政治的決定過程を含んだ一般均衡論的枠組によって，区域の生産主体の生産過程に寄 

与する中間財としての地域的公共財のもたらす相互的溢出効果の内部化の可能性を検討することに 

ぁる。

先ず次節で，想定される地域社会の経済政治的環境を媒定し，相互的溢出効果を生む公共財 

を含む地域経済の生産の最適性の条件を導出する。第 2 節で，地域社会を構成する個々の行政区域 

に立地する私的企業ないし産業が地方政府に及は♦し得る資本の圧力が，地方政府に「フイスカル• 
プロフィタピリティJ の行動基準を採用させる政治的決定過程を示唆し，その下で，上の地域的公 

.共財が過大供給，過小供給される可能性を検討する。第 3 節で，相互的温出効果の内部化の政策と 

しての政治折衝による地方政府間の協力を生む要因を資本の民力，地域間格差に求め，その協力の 

下での溢出効果の内部化の可能性を検討し， 次に生産過程に伴う不確実性の存まが， 上の協力に 

もかかわらず，溢出効果の内部化を失敗させる可能性を検討する。最後に若干の結論的言及を行な

第 1 節地城経済圏と生産の最適性

1 相互的溢出 （入）効果

互いに隣接し，それぞれ「地方政府J を頂くニづの「行政区域J から成る独立したr地域経済圏J 

を想定する。各行政区域の公共部門は，鹿業部門に柴計可能な民間企業に中間財をr地域的公共財J

  AA(364^ '——*
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として供給するものとし，簡単のために各行政区域には，それぞれ単一民間産業部し力、存在しな 

いものとする。

第 i (^  =  1 , 2 ) 行政区域の民間産業部門ほ，資本，労働，そして自区域の公共部門が供給す 

る中間財的公共財（以下単にr公共財J ) から，第ソ消費財（以下 r第 *•財J ) を生産するも•のとする。 

このとき， 接する第； （メ 行政区城の「公共財」サービスが第 / 区 域 に 入 し，民 間 業

部門の生産に寄与するものとする。

したがって，第 { 行政区域の民間産業部門（以下 r第 / 産業J ) の生産函数は，一般的に， 

X ^ —f^QKi, N i、Gi, dj iQf)  ‘( 0 くら ;^1 ) ( 1 )
0 ,  7 ニ 1 , 2 ； i ^  y )

と表わされる◊ただし，. 第 / 消費財生産量，/ら，iV fは， そ れ ぞ れ r第 ?'産業J の資本ス 

トック量，労働投入量で、あり，Gi, G jほ, それぞれ，.第す‘ r公共財J , 第 メ 「公共財」の供給量で 

ある0
ら f は，第 メ 「公共財」サービスが， 第メ行政区域から第 I•行政区域に溢出（入）する比率>(以 

下，r溢出（入）比率J ) であり，その値は一定で，雨行政区域にとって既知であるものとする。

以下では，<?2, , め2 のいずれも正の場合，すなわち，それぞれの「公共財」 サービスが他に行政 

区域に港出（入）する，「相互的溢出（入）効果J (reciprocal sp illover(sp illin ) e f f e c t )が存在する 

場合を考察する6

ところで我々は，資本の雨産業への配分がすでに完了している短期的視野に享ら法目することに

する0 短期的視i f における労働，「公共財』の生み出す生産力は既存の資本ストック量に依存し，資

本ストック量が大きい程，一定量の労働投入量，「公共財」 供給量が生み出す生産力はより大きな
( 2 ) ^

ものとなる「生産拡大効果」が存在するものとする。このとき，我々が明示的に考慮しない土地用 

役を別にすれぱ, 行政区域間に生ずるかもしれない生産力の格差の大部分は，資本蓄積の度合いひ 

差によって説明されるであろう。

以上の想定の下で，短期的生産函数は，一般的に，

X ^ = / K N i ,  Gu d j iG j \  K O

とまわされる。

注（1) 地城メから地ザi の方向に及ぶ公共財サーピスの効果は，地域メの観点からすれぱ溢することにな地域i の紙 

点からすれぱ溢入することになる。以下，観点を特定化しないとき，r潜出（入)J すると呼ぶことにする。

( 2 )  dN{dK{ .>0, d G td lQシ。，そ し て ( »• = 3l,2 5 / メ,)を意味する々ゆぼ域から溢入する公兆 
財サービスについても成立する点に注意されたい，

45(5(55)
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2 環境創出型公共財とぽ償要素型公共財

M e a d e〔15〕が外部（不）経済の譲論に際して導入した区分概念にしたがって， 中間財的公共 

財 を r環境創出型J 公共財と I■無償要素型J 公共財に区分することは有益である。

環境創出型公共財は，例えぱ，生産技術に関する知識’ 情報のように等量利用が可能であり，生 

産面数がこの公共財以外の生産要素について一次同次であると考えられるような物理的特性をもつ

場合であり，無償要素型公共財は，例えば，産業用の輸送 • 交通サービス，工業用水などのように, 
物理的性® の点では通常の生産要素と異なるところはないが，料金徴収の手数を省くためや，政策 

的見地から制度的に無償で供給され，したがって生産®数がこの公共財を含めたすべての生産要素 

について一^次同次やあるような場合である。 '
ところで「公共財J サ^ ビスの溢出（入）効果は，「公共財』 そのものが外部性を有する場合の 

みならず，「公共財」を供給する地方政府の行政区域が服定されていることにも起因する点に留意 

すれば，溢 出 （入）に際して「公共財」の性質は，そのまま保存される。すなわち，自行政区域で 

環境創出型（無償要素里）である •■公共財」サービスが溢出するとき，他行政区域でも環境創出型 

(無償要素型），公共財として生産に寄与すると考えるのが自然な想定であろう。

以下で我々は，最も興味深い場合，つまり，第 S 「公共財」，廣 ゾ 「公共財J のいずれも「無償

要素型」であり，他行政区域に温出しても，そのまま「無償要素型」公共財として生産に寄与する
(3)

場合に注目することにする0
したがって，生産函数(2)式は，Ni, Gi, Gjの各々について収粮適減的（/な三？̂ー̂ 1 > 0 ,  

Fレ 糾'Iお ) く。'，尺るョぞおと〉0,尺<5ロミぐ^ e t c ) であり, 'iVゎ Gu Gj 
について一次同次であると仮定される。

最後に，各行政区域の公共部門は,労働のみを用いて生産函数

Gi = GKNod Ci = 1 , 2) (3)
にしたがって「公共財」を生産するものとする0 ここで生摩® 数は，労働に関して収獲適減的（Gふ

3 生まの最適性

地域経済圏は，独!!t した労働市場を有する。すなわち，圏内の労働供給量は短期的に非弹カ的で 

一定であるものとする。また労働は, 雨行政区域間を自由に移勘可能であり，常に完全雇用が成立 

するものと*する©
労働の需給均衡条件

注（3 ) 環境別山型同忠，環境剖出型对無供紫型の組合せの場合でも，以卞の議論は走他めにはそのまま妥当する<
—— 4 6 ( 5 ^ ^ ) —
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N i  +  Nz'^' N q i  +  Nqz — N  (4)
を得る。

以上の生産技術条件の下で，独立の地域経済旧の生産の最適性の条件を求めよう。

各行政区域の民間産業部門は，それぞれの生産する消費財を他の請経済圏に販売するが，

の価格に影響し得ない，すなわち当該地域経済圏は，sm all e c o n o m yであると想定する。

き，各消費財の販売額は，各行政区域の所得の大きさを決定する。

公共財が中間財としてのみ存在するとき，生産の最適性は，消費財の生産の最適挫を通じて見る 

ことができる。当該地域経済圏は，独立な労働市場を有するから，社会的厚生（H 0 は，経済圏内 

の商行政区域の所得の和

W =  P +  p2X^  (5)
C4)

で表わされる。ただし，ん (>ニ1 , 2 ) は，「第 / 財」の市場価格である。

さて, 諸生産要素の組合せが,上で定義された社会的厚生を極大化するとき，「(パレート）最適 

な資源配分J が達成されると呼ぶことにする。「(パレート）最適な資源配分」 が満たすぺき生産の 

r(バレート）最適性J の条件を求めよう。

L agrange表現で示された次式

0  =  +  ^ G ^ iV G 2))]
一ん[ズ2- / ^ Gg(Aン ) ，び12Gi(A/"g1))]
~~^z{.N 1 +  Â 2 +  Â G1 +  A^G2~ ]

に対し，X 、N i ,  N (31 (  i = 1 , 2 ) に関する一階条件，

p 广 ニ  0
/>2—んコ0
ん尺ふ一ん.= 0  
みF え-も= 0
んダらGjy +  タ12̂ ン̂Gふ一ニ  0 
^\02\F}^2G'^+X2FqG'^—Xz~ 0  

を得る。ただし，ん 0 " ニ1 ,2 ,  3 ) は L a g r a n g e乗数, 
る。

，，以上から，生産の‘ 「('バレ- ト）最適性J の条件， 

OnF%\ — 1 .

(6)

(7)
(8) 

(9)

dF^ ( ‘ ) 
一 dGy

dFt  (  O  
d G ^ であ

G

注（4 ) 上に想定された経ホ圏の特性から，社会的厚也は金如タームの指標でま/デさI tるのが最も適切であろう,
—— 47(5^ 7) 一一■
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G'
を得る。

ag式，aさ式は，それぞれ第1 行政区域の「公共財」，第 2 行政区域の「公共財』に関する条件で， 
(5 )K aizu k aの条件に相当するものである。

な0式に則して言えば，左辺第 1 項は，第 1 行政区域における，まらの「公共財」と労働の限界代 

替率，第 2 項は，第 2 行政区域における，第 1 行政区域の「公共財」 サービスの温出（入）部分と 

労働の限界代替率であり，両者の和が第1 行政区域の「公共財」の生;^函数の限界生まガの逆数に 

一*致するとき，最も効率的な資源配分が達成される。 式，つまり第2 行政区域の r公共財」、につ 

いても同様の議論が妥当する。

第 2 節政治的決定過極と地域的公共財供給の最適性

1 フィスカル•プロフィタビリチイ

周知のごとく，公共財を含む経済において， 競争的市場は, 「(バレート）最適J な資源配分を達 

成し得ない。つまり，市場は失敗する。 公共財の存在に加えて公共財サビスの溢出（入）効果と 

いう外部性を併せもつ我々の想定する経済に,おいては，市場は二重に失敗する可能性がある。

市場の失敗に際して準に政府の介入の必要性を説くことに•終始していた従来の厚生経済学に対す 

る D o w n s〔1のの批利は，個々の経资主体の利益, 選好を反映した行動基準， 動機づけに基づい 

た政府の行動の分析への契機を与えるものとなり，以後，市場過程に代わる政治的決定過程により 

市場の失敗の解決を図ろうとする接近法の発展をみるにいたった。

地域的公共財の分析に対する経済学者による政治的接近法は，個々の経済主体の利益，選好を政 

治的決定にいかに反映させるかの点で，三つの方向に大別されるであろう。

第 1 は，D o w n s〔10〕およびB uchananニT u l lo c k 〔5 〕の延長上にある方向で，’個々の経済 

左体の政治的圧力や，個々人の合意に基づく契約によって成立する政治的機構，制度に市場過程を 

代置することによって個々人の利益，選好を公共支出にリンクさせようとする立場である《

第 2 は，L in d W o m 〔13〕およびW ild a v s k y〔22〕 の延長上にある方向で， 選挙民の利益を代 

衷する立法府と公共財サービスを供給する行政府を考え，市場過程を立法府と行政府の間の政治折 

衝によって代置させる立場である。

第 3 は，T ie b o u t〔19；) の延長上にある方向で，政治的決定過程における顕在的な競争原理の作 

用を改めて評価し直す立場である。

法（5 )  K aizuka〔12〕参照。

48(3^^)
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地域的公共財の相互的縫出(入)効果と政治的决定過程

我々は，地域的公共財を供給する地方政府をもつ我々の想定する経済との関速で，第 3 の立場を

積極的に評価するものであるが，以下で, まず，T ieb o u tの考え方を概観した上で我々の立場を

明らかにすることにする。

T ie b o u t〔19〕は，一定の供給パターンにしたがって，温 出 （入）効果を生まない公共財サーピ

スを供給する各地方政府に対し，住民がより望ましい么共財サービスを求めて地域間移動する，す

なわち，「足による投票J (voting with one，s feet) を行うことを通じて公共財サビスに対する自

らの評価を顕示していくとき，地域社会の公共財供給が最適化される可能性を検討した6
ところで，政治的決定過程において競争原理が十分作用するためには，競合ないし相互索制の関

係にある独立した政治主体が明確な行動基準，動機づけをもって行動することが要請され 6̂力 上

の T ie b o u tのモデルは， 各地方政府の側が住民の選好にその政策を適応させていく政治的決定過

箱の分析を欠いているという難点を有する。

M a rg o lis〔14〕は，T ieb o u tのモデルを評価しながちも， 住民の選好に適応していく政治的決

定過程の分析を欠くという， 上の難点の故に, 政治面で機能退化（degenerate) したモデルがある

とし，地方政府の行動基準として「フィスカル，'プロフィ.タビリティJ (fiscal p r o f ita b ility )を示 

ム （7)
唆する。元来，住宅地区，商業地区等の区域の割当や造成のような土地利用政策的な公共事:業を評 

価するときに用いられる基準である力' : , その基準の根本前提は, 政府の財政余剰（profits) を大き 

くすることではなく，納税者の税負担を軽減することにある。このことは，地方政府が納税者とし 

ての立場から地方政府に政治的影響を行使し得る経済主体の利益をはかるように公共政策を決定す 

ることと言い換えることができる。

N e g is h i〔16〕は , T ie b o u tの r足による投票j と, こ の rフ ィ ス カ ル ，プロフィタビリティj 
の考え方を結合し, 地域間移動可能な消費者，企業のいずれにも利用可能な地域的公共財を供給す 

る地方政府が，公共財の評価が土地用役需要に顕示されるとき，士地に対する課税により公共財供 

給の費用を調達し，地域の土地用役価額と公共財供給費用の差を最大化する形で納税者たる士地所 

有者の利益を図るように公共財供絵量を決定するという想定の下での地域的公共財供給量の最適性 

を検討した0

我々は， r フ ィ ス カ ル •プロフィタピリティ J の考え方に抛りながら， 地方政府の政治的決定過 

程に資本の政治的圧力が影響する場合を以下で想走することにする0

法（6 ) 多数政党制，両議院制，三権分立制等は,分離独立した機関の相互索制を通じで政治的ま由を保障する統治組織形態 

であると考えられる。 . '  .
( 7 )  M argolis〔14) (pp. 548-549)参照。

( 8 )  Margolis, op. cit. (p. 549)参照。
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2 地域経済圈の均衡条件

前節で規定された我々の経済について，新たに次の仮定を設ける。

( 1 ) 各地方政府は，中間財的公共財の供給に擦して，供給費用を自行政区域の民間産業の利潤 

に対する比例税によって過不足なく調達する。

( 2 ) 各行政区域の民間産業は，自らの利潤を最大化するように行動する力も納税者として各地 

方政府に対して，自らの利潤を最大にするように公共財供給量を決定させる政治的ぼ力を行使し 

得る。

( 3 ) 短期的視野の下で企業の地域間移動はない。ただし，公共財に対する評価が顕示される労 

働需要に応じて労働者は地域間移動し得る。

以上の想定の下で，各行政区域の民間産業部門は，ま行政区域の公共財供給量，他行政域から 

道入する公共財サービス量，消費財価格，賞金率，税率を所与とみなし，自らの税引後の純利潤を 

最大にするように労働投入量を決定するものとする。各民間産業部門の間題は，

1,2){ニ; ズ[ ( 1 一らX ん义し" A î)〕 (  Ni Ni
と表わされるo ただし，TTfは，純利潤，らは税率， ft)は賞金率である。

各地方政府は，均衡予算の制約の下で，自行政区域の民間産樂の利潤と公共財供給費用の差を最 

大にするように公共財供給量, したがって労働投入量を決定する。各地方政府の問題は，

( i  ニ 1 , 2)tno，x(^p iX^一(oN i 一(oN Gi)

と表わされる。

均衡予算の制約は，地方政府の公共財費用 (の！̂G i ) が民間産業の利潤に対する比例税からの税 

収によって過不足なく調達されるように，すなわち， ’
(oNGi ニ i X し  o )N d  (  i = 1 ,2 )

が満たされるように，税率ムが決定されることを意味する。

第行政区域の民間産業，公共部門の労働投入量に関する一階条件は，それぞれ,

i = 1 , 2 )
(I冷

p i F j f ~ w  =  0 
PiP^Q Gji/ — aj — 0 

となる。さらに，完全雇用条件，

A^i+iV2+A^tfi+A/o2==A^ な力’
を加えた5 本の方程式から， 5 個の变数の均衡値（/ / 广，N ai*  (o r  G i * ) ,が2*, ^ 02* (or CV*0, 
が決走され，均衛条件

 5 0 (5ダめ— 一*



地域的公井財の相互的溢出(入)効梁と政治的決定過程

れ ー 1 a  = 1 , 2) 0^n  Gi,
が得られるO
均衡条件⑩式には，前節で導かれた生産のr(パレ - ト）最適性J の条件<̂ 0, なさ式にみられる溢出 

(入）効果の項が現われてこないこのことは，我々の地域経済圈における地域的公共財の均衡供 

給量が最適供給量から乖離し, 過大もしくは過小であることを意味している。

我々は，項を改めて，地域的公共財の均衡供給量力;過大であるか，過小であるかを調べてみるこ 

とにする0

3 地域的公共財供給の適大性•過小性

各行政区域の地域的公共財の均衡供給量が最適量に比して過大であるか,過小であるかを調べる 

ために，社会的厚生函数（(15)式）を全微分し，均衡点で評価すれぱ，

d W = p i F j f  d N i +  p z F ^ d N 2 +  pzdizF%{)Gf{dN ax
P ^ % ^ G % d N  az 

— G\ i d NG1 +  PiOiyPaz G % d N gz な9
を得る《 .

d9)式について，均衡の近傍における社会的厚生の変化部分は，各行政区域の公共財の溢出（入）. 
効果部分のみに依存している6 このことは， r フ ィ ス カ ル ，プロフィタピリティ J の基準による地 

方政府の行動が公共財の存在に起因する市場の失敗に関する限り，それを解消し効率的な資源配分 

を回復し得ることを意味している。因みに温出（入）効果がない，つまりめ2 ニウ21 =  0 であるとき， 

直 ち に と な り ，生 産 の r (バレート）最適性」 は回復されるのである。

さて，第 1行政!^域の公共財供給の過大性，過小性をみるため，（19)式を

G\f +  pidiiF^2 ⑩

と変形すれば， 式は，均衡の近傍で第1 行政区域の地方政府が，労働投入量,したがって公共財 

供給量を微少に変化させたときの社会的厚生の変化を示しており,変化の方向はの符号に依 

存している。

さて， の符号を知るために•，均衡体系を

お、P N -  P i Fも Gjf ニQ. ⑩

p i F % - p i F %  找

N  N  义~\- N  G N  GZ—N ~  0 (i 力
と書き改めると，次の関係を得る。

注（9 ) 他の行政g：域の公共財供給量に影響を及ぼし得ない想定の下では当然の帰桔"bある。

— 61ひダブ）- -
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' a 0 b \ ( d N i 、

dN ai
0 c D d N  z FdNoi
1 1 1 d N  Gz 

\  dNGi / [ 一 i j
すこだ'L ，. A  ニわ N- わiP'lfG Gjf

B  ニ p\OziP]iGt G \  — p\0iiF^GW2 な  

C ニ Pめ N -  ゎ#
D  ニ ね2ほ 0 Gjf -  P2F%a(：G%y  一 pzF% G U  
E  = ^  p  iF/fo Gff +  p  \Fgg(.G\})^ +  Gjfif
jP ニー  G\f +  p^d iiF'axoz Gjy G \

である。 め 1び2三? ^ _ 等である。9Gi9G2 
d N  62

dNidGi
前節で示唆した両民間産業の生産画数の一次同次性の仮定の下で" ! ^ <  0 となるととが確かめ 

られる（付録参照)。すなわち，均南の近傍において一*方の行政区域の「公共財」 供給量の増加（減 

少) は，他方の行政区域の「公共財J 供給量の減少（増加）を伴う。したがって， 如*式における 

の符号は, 相反する方向に変化する二つの温出（入）効果の大小に依存することになる。

ほ, 第ソ‘ 行政区域の「公共財」サービスの第メ行政区填への溢出部分を「第 y’財J
価格で許価した倾値限界生産力で測った溢出効果である。

いま, 第 1 行政区域の公共財供給量を増加させるとき，溢出効果 ( p 2 0 n Fン は， 正

の値をとり, 第 1 行政区域にとってのロスを意味し，このロスを補うべくまらの「公共財」供給量
. . • .  . '

を最適量以下に減少させる誘因を生み， 溢 入 効 果 び 2アシびがZliVtf2) は負の値をとり， 第 1 行 

政区域が期待する溢入部分の減少というロスを意味しこのスを補うべくまらの「公共財」供給 

.量を最適量より増加させる誘因を生む。

ところで，上の価値限界生産力で測った温出効果と（負の）德入効果との間に決定的な差をもた 

らす最たる耍因は，両行政区域の民間産業の資本蓄積量の差，すなわち，前節第 1 項で示唆した資 

本蓄積の r生産拡大効果J の塞であると考えることができるであろう◊ (II)
行政区域間の資本蓄積の「生産拡大効果J の差を「生産面の地域間格差J と呼ぶことにし，いま， 

我々の経済の均衡点において第1 行政区域が第2 行政区域より生産面でr優位J にあるとすれば，

注( 1 0 ) 完全®用を常に满たす一般均衡体系で同時決走される均衡点での性質であり，部分均衡モデルでなされるような外生 

的な想定ではない点に注意されたい。
( n ) 最近の地力財政の信機に関する邦語文献には，地域問格差につみ、ての明確な概念躲定を与えることなく，地域間格ま 

の邀正のための政策を:II*体的に列拳し，概念規定に代え，さらに地域間格差に対する否定的な予断力’、混入されいると 

いう論理の混乱がみられるどとくである。
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塊域的公共財の相互的溢出(入)効果と政治的决走過糧 

第 1 行政区域の微少な公共財供給量の増加に際して，溢出効果0 M i2ゆ 1Gレ /V « 1 )ょゥ（A の）溢 

入効果（一/ >1ヴ2iFも2 GもzIA/g2) が支® 的となり， （I9)式 に お い て < 0 , したがって-^ ^ ^ ^ > 0

となる。社会的厚生函数は iVob Â<?2についてc o n ca v eである^デら，生 産 面 で 「俊位j にある第 

1行政区ザの公共財は最適量に比して過大供給され， r劣位J にある第2 行政区域のそれは， 過小 

供給される。

以上から次の命題を得る。

〔命題。

厂相互的溢出（入）をi 果J をもたらす中間財的公共財をもつ地域経済圏について，仮定(1), (2),
《3)が満たされるとき，「生産面の地域間格差丄が著しければr優位J にある行政区域の公共財は

r(バレ- ト）最適J 供給量に比して過大供給され， r劣位J にある行政区域の公共財は過小供給 

される。‘

〔注意 1 〕 一*方的な溢出（入）効果のみしか存在しないとき， ⑩式から明らかなごとく，専ら他 

にサービスが温出する（ら > ( V ら ニの行政区域の公共財は過小供給され， 專ら他からサービス 

が温入するび2, > 0 , <?12 =  0 ) 行政区域の公共財は過大供給される。

〔注意 2 〕 生産面で r優位J にある行政区域の公共財の過大供給傾向は，長期的に資本蓄積をさ 

らに促進させ，それがまた公共財の過大供給傾向を助長する, 一種の累積効果が生じr地域間格差J 
はH i 拡大化し，資源配分上のロスが一層助長されていく。こ.の限りにおいてr地域間格差J は是 

正されるべきであるかもしれない。

〔注意 3 〕 ゲーム理論の用語を用いれぱ，我々の地方政府が直面する状況は，「非ゼロ和J 2 人ゲ 

ームのそれであり，各地方政府が，自^^政区域の公共財供給量を決定するに際して,それが他行政 

区域の公共財供給量r 何ら影響を与えないとして，つまり，相手の反応に関する推測的r変 化 （con
jectural v a r ia tio n )項をゼロとして行動するクールノし型の複占の場合に相当する。このときの 

(非協力）クールノー解は最適解にならないことが以上で確かめられた。

さて，次節において「相互的温出（入）効果」が内部化され， 各公共財の供給量の最適水準が回 

復されるための方策を考;t てみることにする

注(1め "5^^* G\^+piOitF*Qx C?jvw<0
からPTのiVciに関するconcavityがしたがう。 についても同様に確かめら'れる。
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第 3 節地城的公共財供給量の最適化政策

1 共同利潤極大化政策と共同所得極大化政策

r フ ィ ス カ ル * プロフ ィ タピリティ」 の基準に基づく地方政府の行動は，公共財の存在に起因す 

る市場の失敗の解消のためには有効であるが，そ公共財がもたらす「相互的温出（入）効果J に 

起因する市場の失敗の解消のためには，別途新たな方策の採用が要請されることは，前節でみたど 

とくである。

通常，「相互的温出（入）効果J の内部化め方策として，垂直的調整策と水平的調整策が示唆さ 

れる。
(13)

垂直的調整策は, ピグー的租税，補助金政策，法的ないし行政的規制政策のように，地方政府

より上位の行政単位である中央政府が地方政府レベルの行動に介入する，中央政府，地方政府間
(14)

(intergovernmental)の調整である。

我々の経済圏においては，賞金率は一定ではなく，一般均衡的に他の変数と同時決定されること， 

$ b K  D a v is= W h in sto n〔8 〕の議論から容易に類推されるように，画公共財が技術的に独立財 

でない，すなわち民間産業の生産函数が'両公共財に関して分離不可能び J  = 1 ,2  ；

であるとき，その生産面数に基づき同時決定される各公共財の（価値）限界生産力もまた分離不可
、 ( 15)

能であることから，租税，補助金政策の我々の経済への適用は困難であると考えられる。
(16)

水平的調整策は，通*t ,  C o a s eて7 〕の示唆にそった当ま者間交渉の形をとると考えられる。

r相;§：的温出（入）効果」をもたらす公共財を供給する地方政府間において，当事者間交渉により 

公共財供給に際して何らかの協力の合意が成立する余地は大きいであろう。

まず，各民間産業が両行政区域の公共財供給量を最適水準に回復することによって，自らの利潤 

を増加し得る余地があると考える場合に，両民間;i 業は協調し，より大きな資本の民力を両地方政 

府に行使し，両民間産業の共同利潤を極大化するように雨公共財の供給量を決定させる，すなわち

「共同利潤極大化政策J を採用させる形の政治的決定過程が示唆される。

次に，而行政区域に「生産面の地域間格差J が存在し，しかも f■優位J にある区域の民間産業が，

注（1 3 ) ピグー的政ポの做密な定式化は，Meade, op. c i t .に適ることができる。

( 1 4 ) 中央政府（速邦政府）♦地方政府（州政咐）間の調整の問題は，同政府問の役割分担のあり方，中央政府から地力政 

府への補助金としての[明お（gran ts)の移転の公平性をめぐる財政述邦主義（fiscal fed era lism )の問題として議 

論されている。例えぱ fiuchanan=W agner〔6〕，BradfordニOates〔l〕，Sandler=Shelton〔18〕参照。

( 1 5 ) 例えば，コプ=ダグラス型生ま®数を想定すれば，一方の（価値）限界生産力が他力の公典財供給量に依存している 

ことをみるのは容愿であろう。
( 1 6 )我とは異なった文脈において，Buchanari=KafogIis〔4〕，V in cen t〔20〕は，相互的外部効果を持つす防接糖 

の場合の協力による資源配分の最適化の可能性を検討している0
54(3 74 )
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地域的公共財の相互的溢出（入)効果と政治的決定過程

両公共財供給量の最適水準を回復することにょってまらの利潤を増加させる余地があると考える場 

合に，r優位J 性を背景とした強い交渉力にょり， 他の地方政府と公共財供給に関する協力関係を 

成立させるょうに，まらの地方政府に資本の压力を行使する形の政治的決定過殺が示唆される。こ 

のとき，画地方政府にとって最も合意しやすい協力関係の-^つとして，各地方政府が雨行政区域の 

共同所得を極大化する，すなわち r共同所得極大化政策J を採用するごとが举げられょう。

ところで，いずれの政策が採用されるにしても，租税，行政に関する制度的変更は，多額の迫加 

的費用を必要とし，それは税負担の追加的増加を意味するから，納税者の税負担の軽減化を旨とす 

る rフ ィ ス カ ル ，プロフィタピリティ J の基準により行動する各地方政庶は,こうした制度的変更 

をむしろ回避するであろらし，各民間産業も，上の制度的変更を招く異12域の民間産業間の共同利 

潤の極大化をむしろ避け，個々の利潤の極大化を図る方を選ぶであろう。

さて，項を改めて，二つの政策が r相互的溢出（入）効果J を内部化する可能性を検討しょう。

2 相互的溢出 （入）効果の内部化，

上で示唆した r共同利潤極大化政策J , 「共同所得極大化政策」は，形式的には，前節で設けられ 

た仮定(1), (2), (3)をそのまま保存し，各地方政府の目的旧数のみを共同利潤，共同所得でおきかえ 

ることによって説明される。

まず，「共同利潤極大化政策J の下での各地方政府め問題は，

2 2
Wな ズ =  で一の/Vi-<wA^oO] (  i = 1 , 2)Nat i-I  Not «ニ1

と表わされる。

次に，「共同^^得極大化政策」の下での各地方政府の問題は，

2 2m a x  Z] y i = f n a x l J J ,C p i X ^ —cDNai)^ (  i = 1 , 2 )^Qi {ニ 1 ^Oi {ニ 1
と表わされる。

ところで，いずれの政策の下でも，各地方政府の労働投入量の満たすべき一階条件は，

PiFap^if  +  P j O i j F i i  G ] f ~ a } - 0  (  i = 1 , 2 ;  i ~  j ) め 

となり，雨政策は，同一の政策効東をもたらすことが確かめられる。

各民間産業の労働投入量の一•陪条件，

PiF^ff—a)=0  ( i = 1 , 2) 1̂ 4
と，労働の完全雇用条件，

Â l +A^2 +  Â (31+Â G2 ヒル' ^
と力、ら，我々の地城経済圏の新たな均衡点が決定され，均衡条件,，

— ■* 55r3T5^ -----
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F o  I 0\2F%x 一 1 卸

て — 狭

Oz\Fgz レ Fa  1 . は ' '

を得？>。

均衡条件树，ね式は，生 産 の r(パレート）最適性J の条件な0, 式と一 する。つ ま り rプィス 

カル •プロフィタピリティJ の基準に抛り行動する地方政府間の交渉を通じて合意された共同利潤 

ないし共同所得極大化政策によって，公共財，さらに公共財の f相互的溢出（入）効果J に起因す 

る二重の市場の失敗が解消され，生 産 の 「(バレート）最適性j が回復されることになる。

以上から，次の命題を得る0 
〔命題m
厂相互的温出（入）効果」をもたらす中間財的公共財をもつ地域経済圏について，仮定(1)，(2),

(3)が満たされ，各地方政)^が当♦者問交渉を通じて，両行政区域の民間産業の共同利潤ないし商 

.行政区域の共同所得を極大化するように各公共財供給量を決定すれば，生 産 の 「(バレ- ト）最適 

.性」が達成される。

〔注意 1 〕 「相互的溢出（入) 効果J の内部化のためには， しばしば示唆される「広域行政化J 
ない し 「行政区域の合併」は必ずしも合理的，不可欠な方策ではなく，当該地方政府間の適切な協 

力で十分であることが確かめられた。

〔注意 2 〕 先に示唆した r非ゼロ和J 2 人ゲームの状況において，協力解が最適解となる可能性 

を本節の議論は示唆している。

3 不確実性と政治的決定過程

行政区域間の資本蓄積の差，したがって「地域間格差」をもたらす:要因として生産過程に伴う不 

確実性を挙げることができるであろう。

その生産過程に，内部化し得ない不確実性が伴う業種の産業が，不確実性に直面し危険回避的態 

鹿をとる企業から成立つとき，'危を回避するために危険回避の度合いに応じた危険プレミアムで 

測った主観的費用の追加的負担，すなわち危險鱼担を強いられ，その分だけ生産活動は縮/> 'される。 

長期的には資本蓄積がそれだけ阻害されることになる。

いま，第 2 行政区域の民間産業の生廣過殺のみに，本来的に不可避な不確実性が存在し，民間産 

業の一貫した危臉回避的態度が両行政区域間の「地域間格差」をもたらしているとしよう◊「地域 

閩格差J は，地方政府間の交波力の差を生む。雖い交渉力にたのむ「優位J にある地方政府は，「劣

56ご5 デめ  ------
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地域的公共財の相互的経出(入)効果と政治的決定過程 

位J にある行政区域の不確実性からの危険に]^地方政府が中立的態度をとる，すなわち命合‘共同利 

潤ないし期待共同所得を極大化する形の自らに有利な協力の合意を成立含せるであろ 1̂:)
以上の状況の下で，不確実性が我々の経済圈の資源配分にもたらす影響を检討してみる。

第 2 行政区域の民間産業の生産画数は，

ズ2ニ び Gz> OizQO 树

と表わされるものとする。びは不確定要因を示す確举変数で, 既知の密度分布?5(び) ，期待値£：!>]
ニ ^ をもち，《> 0 ,  0 , すなわち，びはの生産に-乗法的に寄与する一種の生産要素の

(18)
機能をもつものとする。

第 2 行政区域の民間库業は，税引後の純禾IJ潤からの期待効用を極大化するものとする6 すなわち, 
この産業の間題は，

THCIXE  ̂V (冗2)] ニ^^0!ズ_£['び(X.p2^^一かA/2〉（1一ら））]
が2 Nz

と表わされる。ただし" ( ，）は von Neum annニM orgenstern流の効用函数である。
. .

次に，期待共周利潤極大化政策の下での各地方政府め問題は，

7n a x l7 ti+E [7r2 ']'}=m ax lp iX ^+  p 2 E [ X ^ ' ] - ^ a ) N i -^ ( o N o i ' ]  (  i = 1 , 2)

と表わされ，期待共同所得極大化政策の下での各地方政府の問題は，

max[Yi+ElY2']']^max[_piX^ +  p2E[.X^：\~ J：o)NGi'] (  i  = 1 , 2)

と表わされる。

不確実性に直面する第2 地方政府の均衡予算の制約は，不確定要因びが確定したぎ後において， 

公共財供給費用が雄定粗利潤から過不足なく調達される,すなわち

かiVg2 二らも 0 )  (0 < /2 < 1 )  ゆ

が満たされるように，事後に税率らが決定されることを意味する。 ただし5 はびの享後的確定値 

である。

以上から, 第 1 , 第 2 行政区域の民間産業の労働投入量に'関する一階条件は，それぞれ，

/>1パふ一のニ。 00)
所 z/(7T2)(力2びけ 一^0)] ニ 0

注( 1 7 ) このことは，化ま過糖に评b 不確! / を内部化すべく産業化が促進され，なお不可避な不確実性からの危除の分敗を 

目的とする政治的JQE力 （risk-spreading-oriented political p ressu re)の発生の可能性を排除するものではないが, 
地方政府の危险の分敗，プーリシグの能力は招对的に服られた大きさにあると考えられ，むしろ 1̂1産拡大効果をロ的と 

する政治的庄カ（productivity-oriented political p ressu re)を重配的とする我々の想定は容認されるであろう。 

生廣過程の不確实性に，より瞎されやすい農業部l"jからの政治的庄カ団体としての農業協同組合の発生の部分的要因を 

危険の分敗化に求めることができるかもしれない。

(18) 生産に乘法的に寄与する不確奨性の定式化の意義と限界に•ついて，例えぱ，Diamond C9X(p. 761)参照。

5 7 ( 3 / 7 )
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or
だo ' (冗2)] $3)

となる。 

第 1 ,
た だ し ヨ ^ ^ ^ である。

00

0^

第 2 地方政府の労働投入量に関する一階条件は，それぞれ，

P i F a  G}f +  p20cdi2Foi G}f—o)=0  
P 1^21^02 P2^Fq G ^ —fy=0

となるo
以上の4 つの条件式と完全雇用条件式（ほ式）から,不確実性が存在する場合の経済圏の均南点 

が決定され，均衡条件，

Fh . aOnFhx 1
Fk T

Oz\Fg
Gk

aFh
0^

0$Fh ' ot^Fk Gk 
を得る©

さて，我々の社会的厚生が，各民間産業の生産する消費財の販売額の和に等しい两行政区域の所

得の和という金額タームで表示されていることを想起すれぱ，不確実性が存在する場合の，不確定

要因が確定する以前にま 前̂的指標として定義されるべき社会的厚生は,金額タームによる雨行政区 
, •

域の期待所得の和，

W=piX^-\-piElX^
(19)

で測るのが適切であろう 

上の不確実性が存在する場合の，新たな社会的厚生函数にしたがう生産の「(パレ- ト）最適性」 

の条件は，先と同様のL a g r a n g eの手続によって求めることができ，それは，先に導かれた条件， 

0^, 式に一致する。この帰結は，不確実性が生産® 数に乗法的に作用し，要素比率に直接影響を

及ぽさないという性質のために，ポ確実性が存在するにも関わらず，資源配分の効率性の条件が， 

不確実性によって影響されないという事実に起因していることに注意すべきである。

と こ ろ で は 0め式から

[が' (7T2)]S： +  COF(2/(7r2), p20cF^ — <o)
r o w ]

= る+  C 0  ド(t>/(7T2), p2aF ^  — (t)) ,0^
と変形される。こ こ で (が0 2 ) , inctFk—( 0 ) は共分散である。危 険 回 避 者 に と  

って，《の上昇は《/ ( > 2 )を減少させるから共分散項は資となり，したがって《* <  &となる◊ (危 

險中立者（> " ( ，）ニ0 ) にとって，共分散項はゼロとなり，し た が っ て と な る 。）

注( 1 9 )第1節の（注4 ) 参照。

5 8 (5 7 5 )
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地域的公共財の相互的溢出(入)効果と政治的決定過程

以上から，第 2 行政区域の民間産業が危險回避的であるとき , . 0$式の均衡条件は， 生産の 

r(バレート）最適性J の条件分，（iさ式と一鼓せず， 我々の政治的決定過程は失ifeすることになる。

以上から次の命題を得る。

〔命題n o
「地域間格差J 力;，生産過程に伴う不確実性に対する民間産業の危険回避的態度に起因するとき，

期待共同利潤ないし期待共同所得を極大化する政治的決定過箱は失敗し，生産 の 「(バレ- ト）最

適性」は達成されない。 •

〔注意 1 〕 上の政治的決定過程の失敗の場合の各行政区域の公共財が過大供給されるのか，過小 

供給されるのかを判定することは, 興味深い問題であるかもしれない。詳論は別の機会に拠らねぱ 

ならないが, 結論的に言えば, 一般的には過大供給とも過小供絵とも判定し得ない。

〔注意 2 〕 生 産 の 「(パレ- ト）最適性J を満たす効率的な資源配分が回復されるためには，第 2 
行政区域の民間産業の危険負担の費用が完全に補償され，当産業が危険中立者0 / / ( ‘ ）ニ0, した 

がって《* = S ：) として行動し得ることが必要とされ， このことは， もう一つの政治的決定を必要 

とすることが示唆される。

結 び

地域社会の行政的構成単位である行政区域で展開される経済活動の効果が，他の行政区域にも及 

ぶという現象の現出は，行政区域が経済外的なi 準から設定されているという事実から当然予想さ 

れ'る帰結である0
我々は，地域社会を構成する各行政区域の地方政府が生産関連的な地域的公共財を供給するとき, 

各公共財サービスが他区域に相互に溢出する効果を伴うという二重の意味で市場機構が有効に機能 

し得ない状況において，各行政区域の資本から内生的に生ずる政治的jE力に基づく政治的決定過程 

を通じて，，効率的資源配分が回復される可能性を検討してきた。

我々の分析は，

まず，（1)資源配分の歪みの方向を資本蓄積のタームによる地域格差に求めるとき，優位にある行 

政区域の地域的公共財の供給は過大となり，劣位にある行政区域のそれは過小となること，

次に，（2) フィス カ ル ，プロフィタピリティの行勘基準に拠る地方政府に対し，行政区域のま業資

本が行使する政治的力が，南産業資本の共同利潤ないし雨区域の共同所得を極大化する政治的決

定を生むとき, 相互的溢出効果は内部化され，効率的資源配分が回復されること，

一，■■'一■，一-
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最後に，（3)資本蓄積のタームによる地域格差が，生産過程に伴う不確実性の有無に起因し，危険 

回避的行動が支配するとき，上の共同利潤ないし共同所得を極大化する政治的決定の相5 ；的溢出効 

果を内部化する効果は胆害されること，を帰結する。 .
さらに，我々の上の(1)の掃結は，地域的公共財の溢出効果をめぐる従来の論争に対して，その論 

点を包括するより一般的な梓組によって一応の解決を与えていることを指摘しておくことは有益で 

あろう0
ところで上の(3)の帰結で示された不確実性が存在し危険回避的行動が支配するところでの上の 

政治的決定の失敗に対しては，別途新たな政治的決定ないし産業間の調整の必要性が示唆されるが, 
それがいかなる形態をとるぺきかは, 筆者に残された今後の問題となるのであろう0

生産函数の労働，両公共財に関する一次同次性の仮定の下で- ^ ^ ニ | G | / | / / | < 0 となることを

示す。ただし， |が | 三CX>4—5 ) —乂 ，の，|G |ミ一パ（C + iO —E . C である。

生産函数の一次同次性より，次の関係を得る。

FNNNi+F^aGi+F^qQjGj — Q
+  F  レ G i + F  レ jG j ニ G 〔 i = 1 , 2 ;  £ キノ）

n G j ^ i  +  n G j G , + F h j a j G j = 0  
F j f Nく Fqg<^Q, F q j q j < 0  より，plausib le な仮定として， jPシり> 0 , Fシgメ> 0 ,

とし得るであろう。

以上から，4 < 0 ,  C < 0 ,  £>> 0 , 丑< 0 が直ちにしたがう。B, の符号は一義的でなく，

K gjC> G )  ( i = 1 , 2 ;  i メ）の大きさに依存する。

まず， 相対的に支配的でないとき， Iが 1 > 0 ,  | G i < 0 となり， 相対的に十分支配的で

あ る と き | G | > 0 となり， いずれも ゼ ^く  0 を導く。
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